
文化審議会組織図 

文 化 審 議 会 
（平成２８年４月４日現在） 

文 化 政 策 部 会 

国 語 分 科 会 

著 作 権 分 科 会 

文 化 財 分 科 会 

文化功労者選考分科会 

・文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項の調査審議等 

・文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議 

・文化功労者年金法により、審議会の権限に属させられた事項の処理 

・国語の改善及びその普及に関する事項の調査審議等 

・著作権制度に関する重要事項の調査審議等 

・文化財の保存及び活用に関する重要事項の調査審議等 

美術品補償制度部会 
・展覧会における美術品損害の補償に関する事項の調査審議 

世界文化遺産・無形文化遺産部会 
・世界遺産条約及び無形文化遺産保護条約の実施に関する事項の調査審議 

資料 １ 
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第 16 期文化審議会委員名簿  

 

 
（平成 28 年 3 月 20 日現在）             

石井
い し い

恵理子
え り こ

 東京女子大学教授 

伊東
い と う

 祐郎
すけろう

 東京外国語大学大学院教授・留学生日本語教育センター長 

大塚
おおつか

 英明
ひであき

 日本大学教授 

大渕
おおぶち

 哲也
て つ や

 東京大学大学院教授 

沖
おき

森
もり

 卓也
た く や

 立教大学教授 

片山
かたやま

 泰
たい

輔
すけ

 静岡文化芸術大学教授 

亀井
か め い

 伸
のぶ

雄
お

 独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所長 

熊倉
くまくら

 純子
す み こ

 東京藝術大学教授 

河野
こ う の

 俊
とし

行
ゆき

 九州大学大学院主幹教授 

薦田
こ も だ

 治子
は る こ

 武蔵野音楽大学教授 

紺野
こ ん の

美沙子
み さ こ

 女優，国連開発計画親善大使 

佐藤
さ と う

 信
まこと

 東京大学大学院教授 

髙
たか

橋
はし

 康夫
や す お

 花園大学教授，京都大学名誉教授 

道
どう

垣内
が う ち

正人
ま さ と

 早稲田大学大学院教授，弁護士 

都倉
と く ら

 俊一
しゅんいち

 作曲家，昭和音楽大学客員教授 

土肥
ど ひ

 一史
かずふみ

 日本大学大学院教授 

林
はやし

  文子
ふ み こ

 横浜市長 

馬渕
ま ぶ ち

 明子
あ き こ

 独立行政法人国立美術館理事長，国立西洋美術館長 

やすみりえ 川柳作家 

湯浅
ゆ あ さ

真奈美
ま な み

 ブリティッシュ・カウンシル アーツ部長 

 

※任期は平成２８年３月２０日～平成２９年３月１９日の１年間 

※文化功労者選考分科会分属の委員は除く 
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文化政策部会の設置について 

 

平 成 ２８年 ４月 ４日  

文 化 審 議 会 決 定  

 

1．設置の趣旨 

文化審議会令（平成 12年 6月 7日政令第 281号）第 6条第 1項及び文化

審議会運営規則（平成 23年 6月 1日文化審議会決定）第 4条第 1項の規定

に基づき，下記 2．に関する調査審議を行うため，文化審議会に文化政策部

会を設置する。 

 

2．調査審議事項 

(1)文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項について 

(2)その他 

 

3．構成（別紙参照） 

文化審議会令第 6 条第 2 項の規定に基づき，会長が指名する委員，臨時

委員及び専門委員により構成する。 
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文化審議会第 14期文化政策部会委員 

 

（平成 28年 4月 4日現在） 

赤坂  憲雄 学習院大学教授，福島県立博物館長 

大林  剛郎 （株）大林組代表取締役会長，（一社）日本経済団体連合会経済外交委員会委員長 

大南  信也 NPO法人グリーンバレー理事長 

片山  泰輔 静岡文化芸術大学教授 

加藤  種男 (公社）企業メセナ協議会代表理事専務理事 

亀井  伸雄 (独)国立文化財機構 東京文化財研究所長 

河島  伸子 同志社大学教授 

熊倉  純子 東京藝術大学教授 

紺野美沙子 女優，国連開発計画親善大使 

佐々木雅幸 同志社大学特別客員教授 

信田阿芸子 （一社）日本ファッション･ウィーク推進機構 国際ディレクター 

柴田  英杞 （公社）全国公立文化施設協会事務局参与，出雲市芸術文化振興アドバイザー 

武内  紀子 （株）コングレ代表取締役社長 

仲道  郁代 ピアニスト、桐朋学園大学教授、一般財団法人地域創造理事 

南條  史生 森美術館長 

長谷川祐子 東京都現代美術館チーフキュレーター，東京藝術大学大学院教授  

林   文子 横浜市長 

松田   陽 東京大学大学院准教授 

馬渕  明子 （独）国立美術館理事長，国立西洋美術館長 

三好  勝則 アーツカウンシル東京機構長 

山出  淳也 ＮＰＯ法人 ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ 代表理事 

湯浅真奈美 ブリティッシュ・カウンシル アーツ部長 

吉本  光宏  （株）ニッセイ基礎研究所 研究理事 
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文
化
審
議
会
関
係
法
令

○
文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）（
抜
粋
）

（
文
化
審
議
会
）

第
二
十
一
条

文
化
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
の
諮
問
に
応
じ
て
文
化
の
振
興
及
び
国
際
文
化
交
流
の
振
興
（
学
術
及
び
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
重
要
事
項
（
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
の
諮
問
に
応
じ
て
国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ

と
。

四

前
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五

文
化
芸
術
振
興
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
七
条
第
三
項
、
展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補

償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八

号
）
、
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五

条
第
四
項
、
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
四
項
、
文
化
財
保
護
法
第
百

五
十
三
条
及
び
文
化
功
労
者
年
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２

文
化
審
議
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
審
議
会
の
組
織
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
文
化
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
文
化
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

３

文
化
審
議
会
は
、
第
二
十
一
条
に
定
め
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、
当
分
の
間
、
文
化
財
保
護
法
附
則
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

○
文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）

（
組
織
）

第
一
条

文
化
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
二
条

委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

５

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
分
科
会
）

第
五
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務

の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務
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国
語
分
科
会

国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

著
作
権
分
科
会

一

著
作
者
の
権
利
、
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
重
要

事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）、
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に

伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

五

条
第
四
項
及
び
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
二

十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処

理
す
る

こ
と
。

文
化
財
分
科
会

一

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

文
化
功
労
者
選
考
分
科
会

文
化
功
労
者
年
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
名
す
る
。

３

分
科
会
に
、
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
部
会
）

第
六
条

審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）

が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す

る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
）

第
七
条

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
八
条

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資

料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
文
化
庁
長
官
官
房
政
策
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
国
語
分
科
会
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
文
化
部
国
語
課
に
お
い
て
、
著
作
権
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
長
官
官
房
著
作

権
課
に
お
い
て
、
文
化
財
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課
に
お
い
て
、
文
化
功
労
者
選
考

分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
人
事
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

文
化
財
分
科
会
は
、
第
五
条
第
一
項
に
定
め
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、
当
分
の
間
、
文
化
財
保
護
法
附
則
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
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○
文
化
審
議
会
運
営
規
則

（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
文
化
審
議
会
決
定
）

文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
化
審
議
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
総
則
）

第
一
条

文
化
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文

化
審
議
会
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
議
の
招
集
等
）

第
二
条

審
議
会
の
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
長
は
、
審
議
会
の
会
議
を
開
く

暇

が
な
く
、
合
議
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
も
っ
て
審
議
会
の
運

い
と
ま

営
に
特
段
の
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
持
ち
回
り
審

議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
分
科
会
）

第
三
条

分
科
会
の
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
分
科
会
長
が
招
集
す
る
。

２

令
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
審
議
会
が
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

分

科

会

事

項

国
語
分
科
会

国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
（
特
に
重
要
な

事
項
を
除
く
。
）
。

著
作
権
分
科
会

一

著
作
者
の
権
利
、
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
重
要

事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
（
特
に
重
要
な
事
項
を
除
く
。
）
。

二

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
、
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施

に
伴
う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
五
条
第
四
項
及
び
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号

）
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

処
理
す
る
こ
と
。

文
化
財
分
科
会

一

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
（
特
に

重
要
な
事
項
を
除
く
。
）
。

二

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
五
十
三
条
及
び

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
こ
と
。

文
化
功
労
者
選
考
分
科
会

文
化
功
労
者
年
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

３

前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議

会
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。

４

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
分
科
会
が
議
決
し
た
と
き
は
、
分
科
会
長
は
、
速
や
か
に
、
会
長
に
そ
の
議
決
の
内

容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
分
科
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
部
会
）

第
四
条

部
会
の
名
称
及
び
所
掌
事
務
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
諮
っ

て
定
め
る
。

２

部
会
の
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

３

令
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
議
会
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議

会
の
議
決
と
す
る
。
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４

前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
部
会
が
議
決
し
た
と
き
は
、
部
会
長
は
、
速
や
か
に
、
会
長
に
そ
の
議
決
の
内
容
を
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に

諮
っ
て
定
め
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
五
条

審
議
会
の
議
事
は
公
開
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
審
議
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

審
議
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。

（
雑
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長

が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
審
議
会
の
決
定
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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文
化
審
議
会
文
化
政
策
部
会
運
営
規
則

（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
文
化
審
議
会
文
化
政
策
部
会
決
定
）

（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
四
日
一

部

改

正
）

文
化
審
議
会
運
営
規
則
（
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
文
化
審
議
会
決
定
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
化
審
議
会
文
化

政
策
部
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
総
則
）

第
一
条

文
化
審
議
会
文
化
政
策
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
、
文
化
審
議
会
運
営
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
二
条

部
会
の
会
議
は
公
開
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
部
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

部
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
部
会
の
決
定
の
日
（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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文化審議会文化政策部会の会議の公開について

（平成２３年４月２７日文化審議会文化政策部会決定）

文化審議会文化政策部会の会議の公開については、文化審議会文化政策部会運営規則

（平成２３年４月２７日文化審議会文化政策部会決定）第２条第１項に定めるもののほ

か、下記により取り扱うものとする。

（会議の公開）

１．会議は、次に掲げる案件を審議する場合を除き、公開して行う。

（１）部会長の選任その他人事に係る案件

（２）上記のほか、部会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件

２．会議を公開する場合には、会議の日時、場所及び議事を原則として会議開催日の１

週間前の日（１週間前の日が行政機関の休日の場合は、その直前の行政機関の休日で

ない日とする。）までに文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房

総務課広報室に掲示する。

（会議の傍聴）

３．会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文化庁長官官房政策課（以下「事務局」

という。）の定める手続により登録を受けなければならない。ただし、会議を傍聴す

ることができる者は、原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数とする。

４．前項の登録を受けた者（以下「登録傍聴人」という。）は、部会長の許可を受けて、

会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。

５．登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申

請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示

に従わなければならない。

６．登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為を

してはならない。

７．部会長は、登録傍聴人が前二項の規定に反する行為をした場合には、当該登録傍聴

人に対して退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

（会議資料の公開）

８．会議資料は公開とする。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める

ときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

（議事録の公開）

９．議事録は公開とする。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議

に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めると

きは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

１０．前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、部会長は非公

開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
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